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第３１回 三番瀬再生会議の開催結果概要 

 

１ 日  時  平成２２年９月２１日（火）午後５時３０分～午後８時５０分 

 

２ 場  所  浦安市民プラザＷａｖｅ１０１ 

 

３ 出席者数  委員１９名  オブザーバー７名 

 

４ 参加人数  ８７名 

 

５ 結果概要 

（１）開 会 

   開会にあたり、千葉県総合企画部・赤塚理事からあいさつがあった。 

（２）議 事 

  ア 議題１ 第２９回及び第３０回再生会議の結果について 

    資料１に基づき、事務局から概要の説明があった。 

  イ 議題２ 三番瀬関連委員会の開催状況について 

    資料２に基づき、大西会長から概要を報告された。 

  ウ 議題３ 三番瀬再生計画（事業計画）評価（案）について 

    資料３により、事務局から説明があった。 

 

   主な意見等は次のとおり。 

  ・ラムサール条約は、ワーキンググループにおいて、現在進行中であり、湿地再生につ

いても県が調整しているはずだが、平成22年度を含んでほとんど達成できなかったと

いう評価になっているが、この場で認めてほしいということか。 

    【県の回答】ラムサール条約や湿地再生については、進行中であるが、事業計画が

今年度で終了するため、ある一定の段階で評価をしなければならず、今の段階で

評価せざるを得ないため、今の現状の中で記載したところである。今後の状況に

よって、内容が変わる可能性もある。 

  ・実施結果について、「Ｈ２２見込含む」という形ではなく、現状を中間的に評価をした

という文章にしていただき、達成できてないところについては、今年度、可能な限り
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達成するように引き続き努力をしていただきたい。 

    【県の回答】そういう形で考えたい。 

・第６節の「三番瀬を活かしたまちづくり」は、概ね達成されたという評価だが、私は

ほとんど達成されなかったと思うのだが、何が達成されたと考えているのか。 

【県の回答】資料３の５８ページに記載されているとおり事業計画の目標は、「県

と地元市との協議の場の設置」と「まちづくりの支援」となっている。県では、

地元市と定期的な意見交換会を行い、また、各市におけるまちづくりの取組状況

を確認し、必要に応じ広域的な都市計画の観点から助言を行ってきたところであ

り、概ね達成されたと評価したものである。 

・４市はまちづくりについて、達成されたと理解しているのか。 

【県の回答】今回は、事業計画書に対する評価であり、まちづくりそのものの評価

をしているわけではない。事業計画書に盛られた個々の事業がどこまで達成でき

たのかという観点から評価をしている。 

【市川市の回答】これは個々の各市の事業評価をしているのではなく、ここに書か

れている事業計画の内容、予定していたものができたかできないかの判断をして

いるのだと理解している。 

【浦安市の回答】地元市との意見交換会は、確かにやってきている。浦安市は独自

のまちづくりを進めてきており、この間、環境学習施設用地を確保したり、護岸

及び緑道の整備についての検討を進めてきているが、これは三番瀬再生の事業計

画に位置付けられた計画ではなかったと思っている。 

【船橋市の回答】この事業計画の中の意見交換会は、確かに行われている。その評

価については、どの程度の協議の場だったかについてはいろいろ評価があると思

うが、意見交換会が行われた部分においては、実施されたと受け取っている。 

【習志野市の回答】事業計画に掲げられた目標については、達成できているのでは

ないか。 

・資料３の５８ページ「現状と課題」について、「都市計画に関するものは、特にあり

ません。」と記載されているが、どういう意味か。 

【県の回答】市と県が今後の都市計画の進め方についての意見交換会の中で、概ね

市のまちづくりに関する方向性があり、そういう中で進むべき方向性があるとい

うことで、特に問題点がないと認識して記載している。 

・基本計画の中に、「目標」と「達成イメージ」があるので、今回の評価についても、
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関連づけてまとめていただくとわかりやすい。 

【県の回答】今回評価しているのは、事業計画であり、事業計画の節ごとに設けら

れた目標に対して実施結果を記載している。 

・評価票の記載の順番について、「節目標」、「予算・決算」、「実施結果」があって、そ

この部分について「評価」をし、基本計画に立ち戻って「現状と課題」、「今後の方向

性」と記載するべきではないか。 

【県の回答】そういった形に改めて整理をしたい。 

・実施結果や今後の方向性について、具体的に記載するべきである。具体的なことを書

いていかないと、抽象的な評価だけで終わってしまう。 

・【大西会長】全体の書き方のタッチについて、主要な結論、到達点についても書いて

おく必要があるのではないか。どういう成果があったのかということも、字数の制

約はあると思うが、その中で書けるものについては、記述していただきたい。 

・事業計画に対する進捗を書くだけではなく、基本計画に照らしてどこまで進んできた

のかという文章を作っていただきたい。 

・今回の評価票については、後になってあまり評価される資料にはならないと思う。こ

ういう事業をその当時には突破できなくても、きちんと記録が残してあれば、何十年

後の職員の方や地域の方がそれを手掛かりに再生の道につなぐことができる。そうい

う視点からもう一度丁寧な書き込みをしていただきたい。 

・まちづくりと護岸の仕様のところは基本計画の理念に沿って事業化されているのかど

うか。特に、海岸保全区域に対しては、景観法で言えば景観重要公共施設に相当する

ようなグレードのものが設置されるべきと思われるので、市と県が協力して最終的に

いい護岸ができるというところからまちづくりをスタートしていただきたい。 

・資料３の１７ページ「第８節 環境学習・教育」の実施結果について、三番瀬を活用

した環境学習の内容、環境学習を担う人材育成のシステムづくり、環境学習のための

施設のあり方や場の提供について実際に検討したので、具体的な部分も書いていただ

きたい。また、今後の方向性として、「地元市との協議の場を通じ意見交換を実施し、

広域的な視点から必要に応じ支援を行います」ぐらいのことは書いていただきたい。 

 

  ◎会長まとめ（議題３） 

  ・いろいろ評価について意見が出たので、個々の指摘についても改善していただきたい。 

  ・評価票の書き方について、「評価」を「実施結果」のすぐ後に入れて、「現状と課題・
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今後の方向性」というのは、５年間の事業の結果を基本計画に即してもう一回再整理

する。それが「三番瀬の再生」という大きな目標から乖離しているということになれ

ば、基本計画に対して何かここでチェックするということも必要になると思うので、

そういう意識を持って書き込んでいただきたい。 

  ・次回の再生会議の前に、今日の案の改訂版を委員の方に配っていただき、次回それを

もとに議論ができるように進めてください。 

 

エ 議題４ ワーキンググループ報告書に対する検討について 

   ①「ラムサール条約」について 

    「ラムサール条約」ワーキンググループの検討結果について、資料４－１に基づき、 

倉阪委員が報告された。 

   ・ラムサール条約登録湿地関係漁業協同組合に対するアンケートについて、資料４－ 

１別添に基づき、事務局から報告した。 

主な意見は、次のとおり。 

   ・三番瀬の漁業の魅力をどういうふうに発信していくかというのが問題である。 

   ・三番瀬の漁業の魅力を出すということについては、ラムサール条約は非常に大きな

意味があると思う。 

   ・ラムサール条約登録に対する考え方について、船橋市と市川市に聞きたい。 

【船橋市の回答】全体的な登録について関係者の合意形成が図られて、それに基

づいて全体登録に対するスケジュール等がある程度明確になった上での先行

登録といったことは選択肢の一つとして考えられるだろう。あくまで全体登録

が基本ですから、全体的な合意形成を進めていくのが肝要だろうと考えている。 

【市川市の回答】市川側については、むしろ再生とか見通しを立てて持続可能な

環境の保全とか利用といったものが目に見えたところでやってもいいのでは

ないかと考えている。ただし、もし部分登録、市川航路から船橋側については、

いい状況だと思っているので、もしそちらの方が条件が整うのであれば特に否

定するものではないという考え方でいる。 

   ・資料４－１別添について、アンケートの原票を公開していただくことはできないの

か。 

【県の回答】この調査は、前提として個々の漁協を公開するということで取って

はいないので、それぞれの漁協が分かる形での公表は控えたい。 
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   ・資料４－１別添について、１６漁協を湿地タイプ別に、個々の漁協名がわからない

ように公開することはできないのか。 

【県の回答】研究して、可能であれば出すことはできると思う。 

   ・ラムサール条約の登録について、１２月までに市川市行徳と南行徳の両漁協の方に

理解していただくのは不可能ではないかと感じる。そういう意味で、どの範囲で登

録するかを決定するということは、この三番瀬再生会議に課せられた非常に大事な

問題だと思っている。 

   ・【市川市の意見】部分登録の区域は、市川航路を境にと考えていたが、ワーキング

グループでは、どこの部分を概ね区域として考えて議論されたのか。 

【倉阪委員の回答】ワーキンググループでその話も出たが、それも含めて１２月

に確定するという話である。そのため、県のほうでその範囲も含めて地元の考

えが一致するように調整していただきたい。市川航路や漁業権の範囲など、

様々な考え方がある。どの範囲であれば合意できるのかということが重要なの

で、今後３ヶ月で地元調整を図っていただくという形になったと理解している。 

   ・漁場改善は、湾全体をどうこうしていくもので、（三番瀬だけで）何かをしていこ

うというのは無理がある。 

・漁業の方向は、今、エコに大きな力がかかってきている。まさに環境を改善するこ

とと漁業は表裏一体ということである。 

・ラムサール条約に登録すれば、当然環境のことを常にウォッチしているわけだから、

環境をよくする仕事をしていくわけである。 

・鳥獣保護区指定だけにこだわらないでいただきたい。自然公園法もある。もうちょ

っと幅広に考えて、国定公園だったら県知事が登録の申請を環境省のほうに申し出

ることだってできるのだから、まちづくりとか漁場再生を含めた、それが推進でき

るようなラムサール登録という考え方を持って漁協と話し合わなければ、解決でき

るはずがない。 

 

②「江戸川放水路」について 

「江戸川放水路」ワーキンググループ報告書に関する前回の会議での議事録やその

ほかの意見で指摘されたところについての回答ということで、清野委員が説明された。 

【清野委員の説明】 

・資料５の２ページ以降にあるように、洪水時の出水の漁業被害や水循環の回復、全般
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的な課題などで、短期、中期、長期、と整理してある。この時間軸が、グランドデザ

インの時間軸と合わないのではないかという指摘があったが、江戸川ワーキングでは、

具体的な２０２０とか２０５０とかそういう目標ではなく、わりと定性的な意味での

短期、中期、長期である。 

・江戸川放水路の堰を改修するときに、行政の間で治水とか水利用の点での実務的な協

議はあったと思うが、三番瀬再生という観点での協議があまり痕跡がなかったことに

関しては、残念なことである。 

・現在、河川と海の関係に関しては、筑後川とか岡山県の河川とか幾つかの主要河川で、

県の水産課が主体となって河川水をどのように海域に投入するかという交渉をして

いる。そういった事例も出てきているので、県の水産課のほうも、今までは河川の管

理の方向と交渉するということはなかなかハードルが高かったと思うが、そういった

部分も海の視点からの提案、環境の分野からの提案というのもあっていいのではない

か。 

 主な意見は、次のとおり。 

   ・バイパスをつくって魚道をつくろうと漁業者の方も望んでいるので、実現の方向に

持っていけないかと思っている。 

・自然を回復したり湾をよくするには、最低でも５０年は必要だ。国は、三番瀬のア

サリや魚の稚魚を守ろうという目標がきちっとしていない。 

   ・海の生物多様性と河川管理とか、地方分権に伴う水の配分に関して、市と県と国と

利害関係者の枠組みというのは、各地で動き出している。各地の新しい水とか漁業

とか生物多様性とかそういう動きの情報を、県は今からでもキャッチアップしてい

ってください。 

・環境省が海洋の生物多様性の国家戦略を今年度作っている。河川管理と海などにつ

いて、三番瀬からもぜひ提案していただきたい。 

 

③「グランドデザイン」について 

「グランドデザイン」ワーキンググループ報告書に関する前回の会議での意見や、

その後に委員から提出された意見への対応について、吉田副会長が説明された。 

   【吉田副会長の説明】 

・前回の会議で、「短期目標」、「長期目標」、「中長期目標」というのは使わない方

がいいのではないかとの意見があったが、次回の再生会議では、ＣＯＰ１０は終わっ
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ているので、ＣＯＰ１０で決められたような用語である「２０５０年ビジョン」や「２

０２０年目標」などの形で書けるのではないかと思う。また、「生物多様性条約・新

戦略計画目標（日本政府提案）」についても、書き換えたものを出せると思う。 

  ・都市と三番瀬や水循環とか流域といった視点については、２０５０年の目標の中でい

ただいた意見を反映するような形で書いていきたいと思っている。 

・表２に関係して、空間デザインのほうが重要であり、それがなるべく定量的であるこ

とが望ましいという意見については、グランドデザインの中でこれを定量化するとい

うのは現段階では非常に難しいと思う。 

主な意見は、次のとおり。 

  ・あまりにも抽象的な表現が多くて、具体的に把握しづらい。 

  ・グランドデザインと基本計画や事業計画などの関係も整理していく必要がある。 

  ・小委員会を設けてきちっとしたものをどんどん提案していく。その提案に対して、具

外的な議論を進めながら方向性を煮詰めていく。そういった議論をしていただきたい。 

  ・三番瀬に流入するものとして、河川水、公共排水、地下の湧水、雨水、汚水処理水な

どがあるが、そういう私たちの生活と切り離せないものが流入して三番瀬のほうに影

響を与えているということも、流域住民一人ひとりといったレベルからも知ることは、

とても重要なことではないか。そういうロードマップなどをつくる中で、個々と三番

瀬としての何かつながりみたいなものを示していただければいいと思う。 

 

◎会長まとめ（議題４） 

・「ラムサール条約」については、資料４－１の一番下に提案、方向性がまとめてあ

り、基本的にこれに尽きている。県には、先行登録あるいは部分登録の方針が仮に

決定された場合にも対応できるように、準備をお願いしたい。 

・「江戸川放水路」については、何か大きなことを決めるというふうにはいかないか

もしれないが、調査をしていただくということも提案されたので、そうしたことを

踏まえて、どういうふうにこの問題を継続的に取り組んでいくのかということにつ

いて、清野委員にできれば取りまとめをしていただきたい。 

・「グランドデザイン」については、ぜひグランドデザインをまとめていきたいとい

うことになっているので、今日の意見も踏まえて吉田副会長にまとめをしていただ

きたい。 
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（３）その他 

  ①市川市からの報告について 

    別添配布資料「市川航路の浚渫土砂活用による干潟の再生及び覆砂に関する要望書」

に基づき、市川市から概要の説明があった。 

    主な意見は、次のとおり。 

   ・実現化検討委員会で今年度、砂移動試験を行っているので、その結果を見ながら意

思決定をしていただきたい。 

・浚渫土砂を活用し、干潟化を図りたいというのは、公園予定地の親水護岸前面限定

でいいのか。また、市川航路の浚渫で、２６万㎥と書いてあるが、これを全部使う

わけではなく、一部使うということか。覆砂についても、同様か。 

【市川市の回答】規模を無理に小さくするのではなく、できるだけ広く取っていただ

きたいというのが市の姿勢である。覆砂のほうは、漁場再生検討委員会で議論して

おり、現在の市川側にある人工干潟、その先を続けて覆砂をすることによって流れ

もよくできるのではないか、これも規模はできるだけ大きくと思っている。 

   ・三番瀬全体でどこのエリアを優先的に環境再生していくのかという土砂管理の計画

を、関係市、県で見直したらいいのではないか。 

   ・漁場検討委員会で、作澪や砂盛りをした場合に、流れにどのような影響が出てくる

かについてシミュレーションを考えており、年度末に結果が出るので、そういうも

のを待って合理的に進めていただきたい。 

   ・三番瀬全体に影響があるような規模でやるわけにはいかないので、これは評価委員

会にかけていくような事項だと思う。それぞれの事業が進んでいく中で方向がはっ

きりした段階で評価委員会において検討していただくことが筋だと思う。 

   ・市川航路の幅を広くする工事が予定されていると聞いたが、そうなのか。 

【県の回答】航路の幅を広げるような計画はない。 

   【市川市の回答】事実と違うのではないか。幅２５０ｍ、深さ７．５ｍという計画は

ある。ただ、今回はそのうちの幅２００ｍ、深さ６．５ｍで浚渫すると聞いている。

将来の計画としては、もっと広い深い計画が残っていると理解している。 

   【大西会長の意見】そこは整理して、次回にまた聞かせていただきたい。 

 

  ②事務局からの報告について 

    新事業計画の策定及び再生会議等の見直しについて、事務局から説明があった。 
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    主な意見は、次のとおり。 

   ・新事業計画について、素案をつくって１回だけ会議をやって意見だけ言って終わり

にするというのは、納得がいかない。 

   ・継続性が必要なので、例えば県の審議会の中に三番瀬の再生のための部会か何かを

つくって、これまでずっと関わってきた委員を最大限活用していただきたい。 

・三番瀬再生は、水とか沿岸とか多部局にわたる総合政策ということで、県の中でも

組織をどういうふうに動かしていくかという一つのチャレンジだったと思うので、

何がうまくいって、何が動かなかったのかなど総括した方がいいと思う。 

   ・三番瀬の円卓会議以来、公開と住民参加を徹底してきた。それは、引き継いでやっ

ていただきたい。 

   ・事業計画は、継続されるのか。住民参加、情報公開はやめるのか。 

【県の回答】事業計画は、つくるということで計画している。情報公開、住民参加と

いう経過が今までなされたということを十分踏まえて新しい推進体制は、三番瀬に

とっていいものであり、行政もしっかり仕事をしていくという思いで今考えており、

次回の再生会議で考え方を説明する。 

◎会長まとめ（その他） 

・「浚渫土砂活用要望書」については、覆砂そのものについては漁業の振興のために

必要な事業であり、異論はないが、覆砂の中に干潟化まで入るのかどうか、覆砂と

干潟化は少し違う概念ではないかと思うので、県のほうでも整理していただきたい。 

また、親水護岸前面に干潟化を図ることについては、要望のある公園予定地前の場

所で事業が時間的に間に合うのか、県で整理して次回の再生会議で報告していただ

きたい。 

・「再生会議等の見直し」については、再生会議は重要事項についても審議すること

になっており、今後の組織のあり方は三番瀬の再生にとってかなり大きな事項なの

で、次回の再生会議前に早めに資料を出していただきたい。 

 

（４）報告事項 

  ①平成２２年度三番瀬再生支援事業補助金について 

  ②下水高度処理水の河川還元について 

   報告事項１及び２について、資料７及び８に基づき事務局から報告があった。 
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（５）閉会 

                                  以 上 

 

 


